
生駒市監査委員告示第２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定により実施した定期監査の

結果について、同条第９項の規定により下記のとおり公表する。 

令和４年９月５日 

生駒市監査委員 東 良 德 一 

生駒市監査委員 平 松 亜 矢 子 

生駒市監査委員 福 中 眞 美 

記 

１ 監査の種別 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による定期監査 

２ 監査の期間 

第１回 令和３年１０月１１日から令和３年１２月２３日まで 

第２回 令和４年１月１７日から令和４年３月１１日まで 

３ 監査の対象 

第１回 

市長公室    広報公聴課、企画政策課 

総務部     財政課、行政経営課 

地域活力創生部 市民活動推進課、市民活動推進センター、ＩＣＴイノベーション推進課、 

ＳＤＧs推進課 

福祉健康部   高齢施策課、障がい福祉課、生活支援課、地域包括ケア推進課 

建設部     事業計画課、営繕課 

上下水道部   下水道課、竜田川浄化センター 

会計課 

第２回 

市長公室    秘書課（市制５０周年事業室を含む。） 

総務部     総務課（公平委員会を含む。） 

市民部     課税課、収税課、人権施策課（人権文化センター、男女共同参画プラザ、 

        児童館を含む。）、環境保全課（清掃リレーセンターを含む。） 

教育こども部  こども課、子育て支援総合センター（こどもサポートセンターを含む。） 

生涯学習部   スポーツ振興課 

選挙管理委員会事務局 

４ 監査の方法 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令に従い適正かつ効率的に行われているか

について、関係諸帳簿等の確認を行うとともに必要に応じて関係職員からの事情聴取等を行い実施した。 

なお、本年度は、契約事務が法令に従い適正に処理されているか及び現金の取扱事務が適正に行われ

ているかについてを重点項目として監査を行った。 

５ 監査実施監査委員 

東良德一監査委員、平松亜矢子監査委員、白本和久監査委員 

６ 監査の結果 

生駒市監査基準に準拠し監査した限りにおいて、財務に関する事務の執行は概ね適正かつ効率的に処

理されていると認められた。 

事務処理上改善・検討を要する事項のうち軽微な事項については、その都度担当職員に所見を述べる

とともに、指導を行った。 

各課の監査結果については、別紙のとおりである。 
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（別紙）第１回 

 

市長公室 

広報広聴課 

１ 監査実施日 令和３年１０月１３日～１０月１４日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

広報いこまちの広告欄及び市ホームページのバナー広告に係る広告収入について、歳入予算差引簿、調定

伝票、収入伝票その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処

理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲

内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

企画政策課 

１ 監査実施日 令和３年１１月９日 

２ 監査結果 

(1)歳出について 

ア 支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

総務部 

財政課 

１ 監査実施日 令和３年１０月１１日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

普通交付税交付金、減収補填特例交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について歳

入予算差引簿、調定伝票、収入伝票その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令

等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、見積書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲内
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において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

行政経営課 

１ 監査実施日 令和３年１０月１２日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ふるさと納税に係る寄附金収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票その他関係資料を照合・

確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみ

られなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内におい

て法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧･確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

地域活力創生部 

市民活動推進課 

１ 監査実施日 令和３年１２月７日～１２月９日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

市有土地貸付収入等について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票その他関係資料を照合・確認したと

ころ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ 自治会等への補助金の支出について 

補助金交付要綱、支出負担行為伺書、補助金交付申請書等関係書類を閲覧・確認したところ、確認した

範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

ウ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され
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ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

市民活動推進センター ららポート 

１ 監査実施日 令和３年１２月９日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

コピー代等の収入について、3か月分を抽出して歳入予算差引簿、調定伝票、コピー機使用台帳等関係書

類を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべ

き事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入も適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

ＩＣＴイノベーション推進課 

１ 監査実施日 令和３年１０月１８日～１０月１９日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

情報機器売払収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、契約書等を照合・確認したところ、

確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

ＳＤＧs推進課 

１ 監査実施日 令和３年１０月２０日～１０月２１日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 
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急速充電器維持権利金収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票を照合・確認したところ、確

認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ 創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金の支出について 

補助金交付要綱、支出負担行為伺書、補助金交付申請書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内に

おいて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

ウ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

福祉健康部 

高齢施策課  

１ 監査実施日 令和３年１１月１６日～１１月１８日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 老人保護措置負担金について 

歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づ

き適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ 使用料収入事務について 

ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす及び金鵄の杜倭苑使用料に係る収入事務について、調定伝票等を照合・確認

したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみら

れなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認

した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ 補助金等の支出事務について 

老人クラブ活動補助金、生駒市シルバー人材センター運営補助金等の交付事務について、補助金交付

要綱、支出負担行為伺書、補助金交付申請書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令

等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

ウ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)その他の事務について 
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郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入は適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

障がい福祉課 

１ 監査実施日 令和３年１０月２５日～１０月２７日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

行政財産使用料、土地貸付収入等について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票を照合・確認したとこ

ろ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札執行関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、

確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入は適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

生活支援課 

１ 監査実施日 令和３年１１月２９日～１２月２日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

生活保護法第６３条の規定に基づく返還金、同法第７８条の規定に基づく徴収金等の収入事務について、

歳入予算差引簿、収入伝票、調定伝票等を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき

適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

行旅人移送費用等現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し
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確認したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(4)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入は適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

地域包括ケア推進課 

１ 監査実施日 令和３年１１月２４日～１１月２６日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

地域支援事業交付金等の収入事務について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票等を照合・確認したと

ころ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかっ

た。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認

した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

建設部 

事業計画課 

１ 監査実施日 令和３年１２月２０日～１２月２１日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 手数料収入について 

境界明示手数料収入事務について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票等を照合・確認したところ、

確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ コピー代収入について 

収入伝票、調定伝票等を照合・確認したところ、窓口で受領した現金を指定金融機関へ払い込む処理に

ついて、概ね２か月分をまとめて払い込んでいた。生駒市会計規則第１３条第１項の規定では、現金を直

接収入したときは「領収書を納付者に交付し、納付書にその現金等を添え、特別の事情がない限り、翌日

までに指定金融機関等に払い込まなければならない。」と規定されており、今後、この規定に従って適正

に処理するよう口頭で指導した。その他については、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理

されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 
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ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認

した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ 補助金等の支出事務について 

公共交通事業継続支援金の交付事務について、補助金交付要綱、支出負担行為伺書、補助金交付申請

書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指

摘すべき事項はみられなかった。 

ウ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧･確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

営繕課 

１ 監査実施日 令和３年１２月２２日～１２月２３日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

市営住宅使用料及び再開発住宅使用料等の収入事務について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票等を

照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事

項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内におい

て法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

上下水道部 

下水道課 

１ 監査実施日 令和３年１２月１４日～１２月１６日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

排水設備指定工事店指定手数料、コピー代等の収入事務について、調定伺書、収入伝票等を照合・確認し

たところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられな

かった。 
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(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等について閲覧・確認したところ、

確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ 補助金等の支出事務について 

浄化槽設置整備事業補助金の交付事務について、補助金交付要綱、支出負担行為伺書、補助金交付申

請書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に

指摘すべき事項はみられなかった。 

ウ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処

理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(4)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入は適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

竜田川浄化センター 

１ 監査実施日 令和３年１２月１３日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

下水道敷地占用料の収入事務について、調定伺書、収入伝票等を照合・確認したところ、確認した範囲内

において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等について閲覧・確認したところ、

確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処

理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

会計課 

１ 監査実施日 令和３年１１月１０日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

積立基金利子及び歳計現金預金利子の収入事務について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票等を照
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合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項

はみられなかった。 

(2)歳出について 

支出負担行為伺書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理

されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金及び臨時釣銭貸出用現金の管理状況を確認したところ、確認した範囲内において適正

に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 
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（別紙）第２回 

 

市長公室 

秘書課（市制５０周年事業室を含む。） 

１ 監査実施日 令和４年３月７日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

市制５０周年記念花火寄附金等に係る収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票その他関係資

料を照合・確認したところ、窓口で受領した現金を指定金融機関へ払い込む処理について、受領後約２週間

経過後に払い込んでいたものがあった。生駒市会計規則第１３条第１項では、現金を直接収入したときは

「領収書を納付者に交付し、納付書にその現金等を添え、特別の事情がない限り、翌日までに指定金融機関

等に払い込まなければならない。」と規定されており、今後、この規定に従って適正に処理するよう口頭で

指導した。その他については、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘す

べき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲

内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

市長交際費、道路通行料及び自動車借上料の資金前渡による現金については手提げ金庫にて保管・管理し

ており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認したところ、確認した範囲内において適正に管理さ

れており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

総務部 

総務課(公平委員会を含む｡) 

１ 監査実施日 令和４年３月８日～３月１１日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 財産貸付収入について 

市有地の貸付収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票その他関係資料を照合・確認したと

ころ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 
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イ その他の収入事務について 

市庁舎太陽光発電に伴う売電収入及び古紙等売払い収入等について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入

伝票その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されて

おり、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、見積書等について閲覧・確認したところ、確認した範囲内

において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

コインコピー機用つり銭については、コインコピー機内にて保管・管理、着払用の資金前渡による現金に

ついては手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認したところ、

確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

市民部 

課税課 

１ 監査実施日 令和４年１月１７日～１月１９日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

閲覧手数料、証明手数料等収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、交付申請書その他関係

資料を照合・確認したところ、調定伝票（4月～12月納入分）が1月にまとめて作成されていたため、会計

規則に基づき適正に作成するよう指導した。また、窓口にて収納した手数料等を約一月分まとめて指定金融

機関に納入していたことから、会計規則に基づき処理するよう担当者に指導した。その他については確認し

た範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、つり銭保管簿が作成されていなかったため、適正に処理するよう口頭で指導した。その他につ

いては、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 



３ 

 

(4)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入も適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

収税課 

１ 監査実施日 令和４年１月１７日～１月１９日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において

法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づ

き適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は、執務時間中はレジスターにて保管・管理し、それ以外は手提げ金庫にて保管・管理

しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認したところ、確認した範囲内において適正に管理

されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(4)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入も適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

人権施策課 

１ 監査実施日 令和４年２月１７日～２月１８日 

２ 監査結果 

(1)歳出について 

ア 支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

人権文化センター・児童館 

１ 監査実施日 令和４年２月１７日～２月１８日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 
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人権文化センター使用料及び人権文化センター講座参加負担金に係る収入について、歳入予算差引簿、調

定伝票、収入伝票を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、

特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

男女共同参画プラザ 

１ 監査実施日 令和４年２月１８日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 施設使用料収入について 

コミュニティセンターの施設使用料収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、施設使用

許可申請書その他関係資料を照合・確認したところ、窓口にて収納した使用料を約二週間分まとめて指

定金融機関に納入していたことから、会計規則に基づき処理するよう担当者に指導した。その他につい

ては確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

イ 物品売払収入について 

「万葉絵はがき」等の物品の売払いについて、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、領収書控等を

照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべ

き事項はみられなかった。 

ウ その他の収入について 

コピー代等の収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票及び領収書控等を照合・確認した

ところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられ

なかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内にお

いて法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(4)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ
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の記入も適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

環境保全課 

１ 監査実施日 令和４年２月１４日～２月１５日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 使用料及び手数料収入について 

火葬場使用料、ごみ処理手数料、し尿処理手数料等の収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収

入伝票、領収書その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正

に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の収入について 

汚泥処理負担金、キエーロモニター参加費及び古紙類売払代金に係る収入について、歳入予算差引

簿、調定伝票、収入伝票及び領収書控等を照合・確認したところ、法令に従い概ね適正に処理されてお

り、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、予定

価格書に作成者（副市長）の押印が漏れていたものがあったため、適正に処理するよう担当者に指導した。

その他については確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項

はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

清掃リレーセンター 

１ 監査実施日 令和４年２月１５日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 使用料及び手数料収入について 

ごみ袋販売及びごみ持込みに係る手数料収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、領収

書その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されて

おり、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の収入について 
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リユース物品販売代金、資源ごみ回収料金に係る収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝

票及び領収書控等を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されて

おり、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、起工

伺書の専決権者が誤っていたものがあったため、生駒市事務専決規程の規定に基づき適正に処理するよ

う口頭で指導した。その他については、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、

特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

教育こども部 

こども課 

１ 監査実施日 令和４年２月１日～２月１０日、２月２４日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

ア 使用料及び手数料収入について 

市立保育所保護者負担金、児童手当受給証明書発行手数料等に係る収入について、歳入予算差引簿、

調定伝票、収入伝票、領収書その他関係資料を照合・確認したところ、児童手当受給証明書発行手数料

の4月～10月領収分を10月にまとめて払い込んでいた。生駒市会計規則第１３条第１項の規定では、

現金を直接収入したときは「領収書を納付者に交付し、納付書にその現金等を添え、特別の事情がない

限り、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。」と規定されており、今後、この規定

に従って適正に処理するよう口頭で指導した。その他については、確認した範囲内において法令等に基

づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の収入について 

私立保育所の保護者負担金、生駒台幼稚園太陽光発電設備の売電収入等の収入について、歳入予算差

引簿、調定伝票、収入伝票、領収書その他関係資料を照合・確認したところ、確認した範囲内において

法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ、修繕

料に係る請書について、請負日及び工期の記載がないものがあったため、適正に処理を行うよう口頭で指
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導した。その他については、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘す

べき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)現金の取扱事務について 

窓口つり銭用現金は手提げ金庫にて保管・管理しており、また、手提げ金庫の保管物について実査し確認

したところ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(4)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入も適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

子育て支援総合センター（こどもサポートセンターを含む。） 

１ 監査実施日 令和４年２月１６日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

講座用テキスト代に係る収入について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、領収書等を照合・確認し

たところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられな

かった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ確認した範囲内におい

て法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(3)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入は適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 

 

生涯学習部 

スポーツ振興課 

１ 監査実施日 令和４年３月１日～３月２日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 
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山麓公園テニスコート使用料及び夜間照明使用料について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、領収

書等を照合・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘す

べき事項はみられなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ確認し

た範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

 

選挙管理委員会事務局 

１ 監査実施日 令和４年３月３日 

２ 監査結果 

(1)歳入について 

衆議院議員総選挙に係る交付金について、歳入予算差引簿、調定伝票、収入伝票、交付申請書等を照合・

確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみ

られなかった。 

(2)歳出について 

ア 契約事務について 

支出負担行為伺書、契約書、入札関係書類、随意契約理由書、見積書等を閲覧・確認したところ確認し

た範囲内において法令等に基づき適正に処理されており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

イ その他の支出事務について 

支出負担行為伺書等を閲覧・確認したところ、確認した範囲内において法令等に基づき適正に処理され

ており、特に指摘すべき事項はみられなかった。 

(2)その他の事務について 

郵券の保管・管理について、郵券受払簿及び郵券現物を照合・確認したところ、受払い及び郵券受払簿へ

の記入は適正に行われ、確認した範囲内において適正に管理されており、特に指摘すべき事項はみられなか

った。 


